
出席停止について 

 

※治癒証明書について 

●第三種その他の感染症については医師が必要と認めるとき以外は原則不要になります。 

（ただし、学校や地域で感染拡大の心配があると校長が学校医と相談の上判断した場合は治癒
証明書が必要です） 

●その他の感染症としては、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎などが考えら
れますが、医師の診断、指示に従ってください。 

 「健康の記録」より 


